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モニタリング分析の結果（１/６）

＜総括コメント（４段階）＞

感染が拡大していると思われる

感染の再拡大に注意が必要であると思われる ／感染拡大の兆候があると思われる

感染の再拡大に警戒が必要であると思われる ／感染が拡大しつつあると思われる

感染者数の増加が一定程度にとどまっていると思われる

体制が逼迫していると思われる

体制強化の状態を維持する必要があると思われる／体制強化の準備が必要であると思われる

体制強化が必要であると思われる

通常の体制で対応可能であると思われる

＜総括コメント（４段階）＞

１ 感染状況

２ 医療提供体制
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東京都緊急事態措置

１月８日（金）０時から２月７日（日）２４時まで

都内全域

○都民の方へ ：不要不急の外出自粛

○事業者の方へ：営業時間短縮、イベント等の開催制限

期 間

区 域

実施内容
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外出の自粛

○ 不要不急の外出は自粛してください。

特に、２０時以降の外出はやめてください。

○ 買い物や通院など、必要な外出も短時間で。

○ 不要不急の都県境をまたぐ移動も自粛を。

外 出 自 粛 の 要 請
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出勤者７割削減

○「週３日・社員の６割以上」のテレワーク実施や

ローテーション勤務等により「出勤者数の７割削減」

を事業者の皆様に要請

「東京ルール宣言企業」への制度融資の優遇措置（年度内）

・制度融資の信用保証料補助を全額補助

宿泊施設を活用したテレワーク支援事業の拡充等（年度内）

・多摩地域の宿泊施設をサテライトオフィスとして都が提供

（明日から宿泊施設の公募を開始） など
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施設の使用制限（飲食店）

業 種：飲食店等（宅配・テークアウトサービスは除く）

営業時間：朝５時から２０時まで
（酒類の提供は、１１時から１９時まで）

対象地域：都内全域（島しょ地域を含む）

期 間：１月８日（金）から２月７日（日）まで

営業時間短縮の要請
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協力金の支給について

○ 支給額 １８６万円

令和３年１月８日（金）から２月７日（日）まで

※ 準備などが必要なため、１月１２日（火）からのご協力となる

店舗については１６２万円を支給

緊急事態措置における営業時間短縮要請に全面的にご協力いた
だいた中小事業者へ、店舗ごとに感染拡大防止協力金を支給
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営業時間短縮に係る

感染拡大防止協力金 １，５２８億円

補正予算の専決処分
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対象施設一覧（飲食店等以外）
施設 内容

遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び別途通知する施設を除く。) 以下にかかる協力依頼

・営業時間短縮
（朝５時から２０時）

・酒類の提供
（11時から19時）

・イベント関係施設
（人数上限5,000人、
かつ収容率50％以下）

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

集会場、公会堂、展示場

物品販売業を営む店舗（1,000平米超）

ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

運動施設又は遊技場

博物館、美術館又は図書館

サービス業を営む店舗（1,000平米超）

ネットカフェ、漫画喫茶
感染防止対策の徹底の
協力依頼

商業施設（1,000平米以下）

大学、学習塾等
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飲食店等以外の皆様へ

飲食につながる人流を抑制するために、

営業時間を２０時までとするなどのご協力をお願いする。

（酒類の提供は、１１時から１９時まで）

※ただし、以下の施設は営業自粛の対象外
・ネットカフェや漫画喫茶
・商業施設（床面積の合計が1,000㎡以下のもの）
・大学、学習塾 等
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イベント等の見直し

（その他協力依頼事項）
○ 延期やｵﾝﾗｲﾝ開催､規模の縮小､無観客での開催などの検討を。
○ 開催する場合は、感染防止対策を徹底したうえで、

開催時間を２０時までとすることも検討を。
○ スポーツなどのイベント後の会食は禁止

内 容：人数上限5,000人以下､かつ､収容率50％以内

期 間：１月１２日（火）以降

イベント等の開催制限
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自宅療養者への支援の充実

多摩地域から

都内全域に拡大
○ 健康観察アプリの活用

○ 食料品等の自宅配送

 適切な健康観察と生活面での支援を充実し、より円滑に
自宅療養を行える体制を整備

○ パルスオキシメーターを自宅療養者に配布
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緊急的な一時宿泊場所の提供

○ビジネスホテルの受付期間を延長

• 対 象 住まいを失った方

• 受付期間 緊急事態宣言期間中（～２月７日（日））

• 受 付 ＴＯＫＹＯチャレンジネット

• 問合せ先 ０１２０－８７４－２２５

０１２０－８７４－５０５（女性専用）
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学校での対応

○ 都立学校は、感染防止対策を徹底しながら
学校運営を継続

○ 部活動や飛沫感染の可能性の高い活動などは中止

○ 高校は、時差通学の徹底とともに、対面指導と

オンライン学習等を組み合わせた分散登校を実施

○ 小中学校においては、感染症対策を徹底し、
通常の学校生活を継続していただきたい。


